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説明次第  

１）事業の概要 
２）道路設計の概要 
３）用地取得、物件補償 
４）事業認可など 
５）今後のスケジュール 
 
 事務連絡 

皆様から頂いた個人情報は、道路整備事業の 
利用目的外には一切使用しません。 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・道路局建設課の鈴木と申します。・まず、私からは、　１）～３）の「事業の概要」、「事業認可等のお知らせ」、「道路設計の概要」について、説明します。・４）の「用地取得、物件補償」については、　後ほど、用地担当係長の堀井より説明します。・最後、　５）の「今後のスケジュール」について、再び私から説明します。・受付で配布した資料と、同じものをスクリーンで説明します。・私の説明時間は、20分程度を予定しています。・事務連絡といたしまして、本日皆様から頂いた個人情報につきましては、　道路整備事業の利用目的外には、一切使用しません。・それでは、着座にて、説明させて頂きます。



１）事業の概要 

① 東京丸子横浜線の概要  
② 綱島地区の概要 
③ 道路幅員  
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・まず、 「事業の概要」について、説明します。



東京丸子横浜線の概要 
起点終点 
規模 
都市計画 
整備状況 

：港北区日吉町～神奈川区六角橋一丁目 
：延長8,780m、幅員20m 
：（当初）昭和21年8月26日、（最終変更）昭和47年3月10日 
：整備延長1,780m、整備率20.3％(H29.9現在) 

東京丸子横浜線 

起点 
港北区日吉三丁目 

終点 
神奈川区六角橋一丁目 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・「東京丸子横浜線の概要」について、説明します。・左側の市域図をご覧ください。・ 「東京丸子横浜線」は、川崎市界の港北区日吉町を起点とし、　途中、環状二号線と交差し、　神奈川区六角橋一丁目の六角橋交差点を終点とする、　延長約8.8キロ、代表幅員20メートルの都市計画道路です。・この東京丸子横浜線は、昭和21年8月に都市計画決定しました。・現在までの整備状況ですが、延長約8.8キロのうち、約1.8キロ　20.3%が整備済となっています。・次に、右側の図をご覧ください。・このうち、本日説明する「綱島地区」は、北綱島交差点付近から綱島駅交差点付近までの区間です。・今回の事業目的ですが、　本路線は平成34年度に開業予定の相鉄・東急直通線の新駅（（仮称）新綱島駅）へのアクセス道路となっております。・本拡幅整備によって、新駅へのアクセス向上を図ります。



綱島地区の概要 

事業名： 
都市計画道路東京丸子横浜線（綱島地区）
街路整備事業 
 
認可期間： 
平成30年11月27日～平成37年３月31日 
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起点・終点： 
箕輪町二丁目から綱島東一丁目 
（北綱島交差点付近～綱島駅交差点付近） 

 
規模： 
延長970m、幅員20m  
(歩道2.5m×2、車道15m 4車線) 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・次に、「綱島地区の概要」について、説明します。・事業名は正式には、　「都市計画道路東京丸子横浜線（綱島地区）街路整備事業」で、　都市計画法に基づき、進めていく予定です。・事業認可は、今年の11月27日に取得しており、平成36年度の事業完了を目標としています。・下図をご覧ください。・今回の事業範囲は、赤色で引き出した、延長約970メートルの区間です。・なお、黒色は、都市計画決定線、青色は町境を示しています。
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道路幅員（標準部） 

現 況 整備後 

（単位：ｍ） 

2.5 2.5 

20ｍ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・次に、こちらが、標準部の道路幅員です。・左側が、「現況」 、右側が、「整備後」のイメージです。・「現況」では、幅員12メートルの道路となっていますが、　「整備後」には、両側に2.5メートルの歩道、道路の真ん中には、中央分離帯を確保し、　幅員20メートルの道路とします。・デニーズのある交差点から先、日吉方面にかけて、暫定的に拡幅整備が完了していますが、　整備後は、その区間と同じ道路幅員となります。・以上が、事業の概要です。



２）道路設計の概要 

① 全体計画 
② 高低差処理  
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・次に、「道路設計」の概要について、説明します。



①-1 全体計画 南側 ※未拡幅箇所 

 

1-1断面 

 

※現況道路を含め、一部20ｍ以上の幅員となる箇所があります。 

断面図 

 

 
 

 

※この図面は検討段階であり、今後の関係機関との協議等によって変更となる可能性があります。 

位置図 

綱島駅前付
近交差点 

北綱島交差点 

平面図 

Ｎ 長福寺交差点 

デニーズ前 
交差点  
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※信号機、横断歩道、交通規制は、公安協議で変更する可能性があります。 

歩道  路肩  車道  中央帯  車道  路肩 歩道 
 

綱島駅 
交差点 

長福寺 
交差点 

デニーズ前
交差点 

長福寺 
交差点 

2.5 2.5 

20ｍ 

① 

① 

①-①断面 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・全体計画を南北２区間に分けて、順に説明します。・平面図をご覧ください。・現道から両側に拡幅し、「オレンジ色」が歩道、「灰色」が車道であり、それぞれ整備後の道路計画を示しています。・「赤色」が横断歩道などのラインで、交通規制、信号機とともに現段階で仮に記載しています。・信号機、横断歩道や交通規制は今後の公安協議で決定していきます。　・綱島地区全体は、　20メートルの幅員で整備します。・整備後の断面イメージですが、　例えば、平面図　右上の　1⃣－1⃣断面の箇所では、　右下の断面図のように、両側に、幅2.5メートルの歩道と、　中央では、上下線　幅3.25メートルの車道を二車と、幅１メートルの中央帯をそれぞれ設置します。　中央分離帯の設置を予定しておりますので、車両の右折はできないような形状となります。・現道からの拡幅としては、概ね両側への拡幅となります。



①-2 全体計画 北側 ※拡幅箇所 

 

1-1断面 

 

※現況道路を含め、一部20ｍ以上の幅員となる箇所があります。 

断面図 

 

 
 

 

※この図面は検討段階であり、今後の関係機関との協議等によって変更となる可能性があります。 
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※信号機、横断歩道、交通規制は、公安協議で変更する可能性があります。 

歩道  路肩  車道  中央帯  車道  路肩 歩道 
 

位置図 

綱島駅前付
近交差点 

北綱島交差点 

平面図 

Ｎ 長福寺交差点 

デニーズ前 
交差点  

デニーズ前 
交差点 

北綱島 
交差点 

2.5 2.5 

20ｍ 

② 

② 
②-②断面 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・次に、「北綱島交差点」側の北側区間について、　説明します。・整備後の断面イメージですが、　例えば、平面図　中央の②－②の箇所では、　先ほどのスライド同様に、幅2.5メートルの歩道、　幅員3.25メートルの車道を二車、１メートルの中央帯を設置します。　こちらは拡幅済の区間が一部ありますが、車線数をひとつ増やすことにより一部区間において現況よりも歩道　　　が狭くなります。



歩道  路肩  車道  中央帯  車道  路肩 歩道 
 

② 高低差処理について 
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※ 道路拡幅により、道路と宅地に高低差が生じる場合の処理方法及び 
  構造は、個別に詳細な設計を実施します。 

断面図 
歩道  路肩  車道  中央帯  車道  路肩 歩道 
 

宅地 
宅地 

宅地 

宅地 

道路用地 

①道路擁壁 

②民地擁壁 

③民地擁壁 

④民地擁壁 

2.5 2.5 

20ｍ 

2.5 2.5 

20ｍ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・こちらの断面図のように、　道路拡幅により、道路と宅地に高低差が生じてしまう場合があります。既存の宅地が道路より低くなる場合、「①道路擁壁」のように、　道路用地内に構造物を整備します。逆に既存の宅地が道路より高くなる場合、基本的には、補償工事として、宅地内に構造物等を整備させて頂きます。②～④の民地擁壁については、それぞれ②重力式擁壁、③L型擁壁④直擁壁と言いますが、宅地の土地利用等にあわせて、擁壁形状を設計します。・神明社については、④の直擁壁を検討しており、横浜市で管理する擁壁を築造し、階段の併設をかんがえております。今後、関係地権者及び関係機関と調整の上、検討して参ります。・この高低差処理については、生活再建のため既存の機能を確保することを基本に　個別に詳細な設計を具体化していきたいと考えています。



3）用地取得・物件補償 

① 用地補償の手順 
② 用地補償の概要 
③ 税法上の優遇措置 
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① 用地補償の手順 

１ 事業の説
明 

関係住民の皆様や土地等の権利者に、事業計画の目的、概要、事業の工程
、測 量等について説明いたします。 

２ 用地測量 
 

事業に必要な土地(以下「事業用地」といいます。)の境界を確認し、測量
をさ せていただきます。この場合土地を所有されている方などに立会いをお
願いいた します。 

３ 用地補償の説明 

12 

事業区域内の土地等の権利者及び物件の所有者等の方々に、用地補償の内
容に ついての全般的な説明をいたします。 

今回の 
説明会 

前回の 
説明会 



① 用地補償の手順 
４ 土地・建物などの調査 

補償額を算定するために、土地の形状や、建物等の種類や数量、権利関係な
どを調査させていただきます。 

この場合、土地や建物等を所有されている方などに立会いをお願いいたしま
す。 

５ 補償額の算定 

 
前項４の調査に基づき、事業用地の価額や建物等の移転費用などについて、

適正 に補償額を算定いたします。 

６ 補償額の提示 

 
事業用地や建物等を所有されている方などに個別に補償額を提示し、説明さ

せて いただきます。 
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個別の 
説明 



① 用地補償の手順 
７ 契約の締結・登記の申請・建物等の移転・土地の引渡し 
 

合意が得られますと、権利者の方と個別に契約を締結させていただきます
。お譲りいただく土地の分筆及び所有権移転登記については、横浜市が行い
その費用も負担します。 

なお、建物等につきましては、移転に要する所要の期間を考慮して移転期
限を 設定し、期限までに事業用地内の建物等を解体・撤去していただき、土
地を横浜 市に引き渡していただきます。 
（借地・借家等をされている方も同様に移転期限までに移転していただきます
。） 

８ 補償金の支払い 
 

土地代金は、事業用地の所有権移転登記完了後に全額を、建物等の補償金は
契約 締結後８割相当額をお支払いし、建物等の移転完了後に残額（２割相当額
）をお支 払いいたします。 
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完了 



② 用地補償の概要 
１ 土地に対する補償 

(１) 補償基準規程上、土地に対しては、正常な取引価格をもって補償します。こ
の取引価格は、事業用地の近隣にある状況の似た土地の取引価格、地価公示法
による公示価格や、土地価格形成上の個別的な諸要素などを基に総合的に比較
考量し て決定します。（外部の不動産鑑定士の評価額を基にします。） 

(２) 土地の面積は実測により算出したものとなります。 

(３) 借地権が設定されている場合には、土地を所有されている方と借地されてい

る方 の話し合いで、それぞれの権利割合を決めていただき、その割合に応じて

個別に横浜市と契約していただきます。 
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② 用地補償の概要 
２ 建物等に対する補償 

事業用地の上に建物等があるときは、建物等は事業用地の外へ移転していただ

くこ とになります。これに伴う移転費用につきましては、「通常生じる損失」と

して補償 いたします。主な補償項目は次の通りです。 

(１) 建物移転補償 

土地と建物の位置関係、建物の構造、用途その他の諸条件を考慮して、通常妥

当 と思われる移転方法を決定し、当該建物の経過年数に応じた再築費用を補償し

ます。 

(２) 工作物補償 

看板や塀などの工作物については、移設又は経過年数に応じた再築費用を補償
します。 

 
(３) 立竹木補償 

庭木等については、移植又は伐採の費用について補償します。 
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② 用地補償の概要 
２ 建物等に対する補償 
 
(４) 動産移転補償 

建物を移転する場合に、家財道具や商品等の動産を移転するための費用につ

いて補償します。 

 
(５) 営業補償 

店舗や工場等を移転することにより、販売や製造を一時休業する必要があ

ると認められる場合には、休業をすることによって通常生ずる収益減（個人

営業の場合は所得減）などについて補償します。 

 
(６) 家賃減収補償 

賃貸している建物を移転することにより、移転期間中の賃貸料を得ること

ができないと認められる場合は、通常生ずる家賃の減収相当額を補償します

。 
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② 用地補償の概要 
２ 建物に対する補償 
 
(７) 借家人補償 

移転する建物に借家等されている方で、移転後引き続き借りることが困難な
場合には、現在の面積と同程度の部屋等を借りるために生じる現在家賃との差
額に対する補償などを行います。 

 
(８) 仮住居補償 

移転する建物に現に居住されている方で、建物の移転期間中、仮住まいが必
要な 

場合には、仮住まいに通常要する費用を補償します。 
 
(９) 移転雑費補償 

建物などの移転に伴う移転先の選定や、法令上の手続きに必要な通常要する

費用などを補償します。 
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③ 税法上の優遇措置 
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(１) 事業用地を譲渡していただいた場合 

公共事業にご協力いただきますと租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置を受け 

ることができます。 

次のア、イどちらか一方の特例(優遇措置)を受けることができます。 

 
ア ５,０００万円控除の特例 
(ア) 横浜市が皆様に最初に買取り等の申出をした日から６か月以内に資産を譲渡し 

ていただいた場合、その譲渡所得に対して「５,０００万円の特別控除」の適用

を 受けることができます。 

(イ) 同一事業について２以上の年にまたがって譲渡が行われた場合は、最初の年に 

譲渡をした資産に限りこの特例が受けられます。 

(ウ) 同一事業でも異なる事業でも、同一年内の資産の譲渡は、合計して５,０００ 

万円が限度となります。 

イ 課税繰延べの特例 

譲渡した資産に対する補償金で、原則として、代替資産を契約日から２年以内に 

取得した場合は、代替資産の取得価額の相当分について「代替資産を取得した場

合 の課税の特例」(課税の繰延べ)の適用を受けることができます。 



(２) 代替地を譲渡していただいた場

合 

③ 税法上の優遇措置 

(３) その他 

※１ 譲渡していただく事業用地、あるいは提供していただく代替地が、棚卸資
産 

(商品)に該当する場合には、これらの税法上の優遇措置は受けられません。 
 

※２ 優遇措置については、適用条件が個々に異なりますので、詳しくは所轄

の税務署にお問い合わせください。 

 

※３ 代替資産を取得しますと不動産取得税が原則課税されますが、軽減される

場合がありますので、詳しくは所轄の県税事務所にお問い合わせください。 

横浜市に事業用地を譲渡していただく方に対して代替地として土地を提供
して いただきますと、代替地を提供していただく方は「１,５００万円の特別
控除」の 適用を受けることができます。 

この場合、横浜市に事業用地を譲渡していただく方、代替地を提供していた
だく方、横浜市の三者で一括契約をしていただきます。 

20 



用地補償の流れ 

土地・建物等の調査 

土地価格の算定 

補償額の提示、契約に向けての準備 

所有権移転等登記 

建物等補償額の算定 

契約の締結 

土地代金の支払 建物等の移転完了 

建物等補償金(前払) 

用地補償内容の説明 

) 建物等補償金(後払 
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４）事業認可など 

① 事業認可のお知らせ  
② 事業認可による都市計画法の適用 
③ 道路法による道路区域の手続き 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・次に、 「事業認可などのお知らせ」について、説明します。また、②のスライドで都市計画法の適用について、③のスライドで道路法の適用について説明します。



①-1 事業認可のお知らせ 
平成30年11月27日付け神奈川県告示第508号で都市計画
事業認可を受けました。 

１ 施行者の名称 
  横浜市 
 

２ 都市計画事業の種類及び名称 
  横浜国際港都建設道路事業 ３・４・21号 東京丸子横浜線 
  （綱島地区） 
 

３ 事業施行期間 
  平成30年11月27日から平成37年３月31日まで 
 

４ 事業地 
  ア  収用の部分 
    横浜市港北区綱島東二丁目、綱島東四丁目及び箕輪町二  
    丁目地内 
  イ  使用の部分 
    なし 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・「事業認可の取得」について、説明します。・平成30年11月27日付け神奈川県告示第509号で都市計画事業認可を受けました。・事業認可の告示については、記載のとおりです。



●図書の縦覧場所 
・ 建築局企画部都市計画課 
    中区相生町３－５６－１  
    ＪＮビル１４階 
・ 道路局建設部建設課 
    中区港町２－６  
    横浜関内ビル６階 
 
●図書の縦覧時間 
  ８時45分から12時・13時から17時15分 
   土・日曜・祝日及び年末年始は 
   縦覧できません 
 
●事業認可周知看板の設置（12月下旬ごろ） 
 

①-2 事業認可のお知らせ 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・事業地などが記載されている認可図書の縦覧は、　建築局都市計画課と道路局建設課２か所で行っています。・縦覧を希望される場合はご来庁いただき職員に声をかけてください。・閲覧時間は８時45分から12時・13時から17時15分です。　　　土・日曜・祝日及び年末年始は縦覧できません・また、事業認可を周知するための看板を設置します。



 ②-1事業認可による都市計画法の適用 

● 建築等の制限（都市計画法第６５条） 
  事業地内で土地の形質変更、建築物の建築や 
  工作物の建設等を行おうとするときは、 
  横浜市長（申請先：横浜市建築局企画部都市計画課） 
  の許可が必要となります。 
 
● 土地建物等の売買の届出（都市計画法第６７条） 
  事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとするとき 
  は、施行者（届出先：道路局建設課）への届出が必要 
  となります。 
 
 
 25 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・次に、「事業認可による都市計画法の適用」について、説明します。●　建築等の制限（都市計画法第６５条）　　事業地内で土地の形質変更、建築物の建築や　　工作物の建設等を行おうとするときは、　　横浜市長（申請先：横浜市建築局企画部都市計画課）　　の許可が必要となります。●　土地建物等の売買の届出（都市計画法第６７条）　　事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとするとき　　は、施行者（届出先：道路局建設課）への届出が必要　　となります。



 ②-2事業認可による都市計画法の適用 

● 土地の買取請求（都市計画法第６８条）  
  事業地内の土地で収用の手続きが保留されたものの 
  所有者は、施行者に対し、当該土地を時価で買い取る 
  よう請求できます。 
 
● 土地の収用法の適用（都市計画法第７０条）  
  事業認可と同時に、事業地内には土地収用法が適用 
  されます。 
 
● 罰則（都市計画法第９５条）  
  規定に違反したり、虚偽の届出を行った場合は、都市 
  計画法の規定により罰則が適用されることがあります。 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●　土地の買取請求（都市計画法第６８条） 　　事業地内の土地で収用の手続きが保留されたものの　　所有者は、施行者に対し、当該土地を時価で買い取る　　よう請求できます。●　土地の収用法の適用（都市計画法第７０条） 　　事業認可と同時に、事業地内には土地収用法が適用　　されます。●　罰則（都市計画法第９５条） 　　規定に違反したり、虚偽の届出を行った場合は、都市　　計画法の規定により罰則が適用されることがあります。



③道路法による道路区域の手続き 

● 建築等の制限（道路法第91条） 
  土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築 
  または、大規模な修繕など、一定の行為に対して  
   道路管理者（横浜市道路局）の許可が必要となり 
  ます。 
 
 
 
 
 
 
 

今回の事業認可により事業地とした範囲は、  
道路法による道路予定区域として手続きを進めて 
います。 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・次に、「道路区域の手続き」について、説明します。今回の事業認可により事業地とした範囲は、　道路法による道路予定区域として手続きを進めており、２月ごろ道路区域に編入する予定です。・これらの手続きは事業協力者の方への税控除に伴う、税務署協議に必要な手続きとなっております。●　建築等の制限（道路法第91条）　　土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築 　または、大規模な修繕など、一定の行為に対して    道路管理者（横浜市道路局）の許可が必要となり　 ます。�



５）今後のスケジュール 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・最後に、「今後のスケジュール」について、説明します。



通学路の安全性向上のため、１日でも早く、道路拡幅や歩道設置
できるよう整備を進めますので、ご理解ご協力お願いします。 

今後のスケジュール（予定） 

H30年12月 
  事業認可取得に伴う 
  道路設計・用地補償説明会（今回） 

説明会 
終了後 
より順次 用地取得等の協議及び契約 

土地建物等の調査 

 工事説明会(一定程度の用地取得完了後) 
 工事施工・供用開始 

中税務署との事前協議 

道路区域の変更 測量立入 
（計画線の位置を 
現地に示す測量） 道路 

設計 
説明会 
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H30年05月   測量説明会 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・今回の説明会後、　事業認可において、1/1000の図面上で決定した道路計画線の位置を現地に示す測量と、　前回の測量会で説明させていただいた、境界調査測量の作業に入ります。・立会について、これまでに行ってきた境界調査と今後実施する境界調査測量で、　２重でお願いすることとなり、ご迷惑をおかけいたします。・測量と並行して、道路拡幅を予定している私有地を道路区域に編入する手続きや、　中税務署との事前協議を進めていきます。・その後、ご了解頂けたところより、　順次、土地建物等の調査や用地取得等のお話し合いを　進めさせていただきます。・一定程度の用地取得が完了した段階で、　工事説明会を行い、工事に着手してまいります。・新駅へのアクセス向上のため、　１日でも早く、道路拡幅や歩道設置できるよう、整備を進めてまいります。・ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。



（問い合わせ先） 
横浜市道路局建設部建設課 
〇道路設計の概要について 
   担当 鈴木 ・ 五十嵐 ・ 井上 
   ＴＥＬ ０４５－６７１－３５２６ 
〇用地取得、物件補償について 
   担当 堀井 ・ 長門 
   ＴＥＬ ０４５－６７１－３５２４ 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・本事業に関する問い合わせ先です。・どのような内容でも構いませんので、お気軽に建設課までお問い合わせください。・なお、本日の説明資料や議事要旨は、　道路局のホームページに掲載させていただく予定です。（・ご清聴ありがとうございました。）
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